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 総務部法務学事課総括課長 様 

 

商工労働観光部雇用対策・労働室長 

 

 

就職未内定等の生徒に対する県就職支援機関の利用勧奨への協力について（依頼） 

 このことについて、未内定のまま卒業する高校生に対して、卒業後も継続した就職支援が円滑に行える

よう、県就職支援機関の案内及び利用勧奨について、下記により、私立高等学校に対し周知等をしていた

だきますようお願いします。 

記 

１ 対象者 

  平成 30年３月卒業予定者のうち就職未内定及び進路未決定の生徒 

２ 利用勧奨の流れ（詳細は、別添スケジュールのとおり） 

 (1) 12月中旬       法務学事課から各高等学校に協力依頼 

 (2) 12月下旬～      各高等学校から就職未内定等の生徒に対し、県就職支援機関の利用ガイド

及び申込用紙を配布し、利用希望の生徒から申込用紙を回収 

 (3) ２月上旬～３月上旬  各高等学校から雇用対策・労働室に申込用紙を送付 

（平成 30年３月５日（月）締切） 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当：雇用対策担当 谷地 

ＴＥＬ：019-629-5592 

ＦＡＸ：019-629-5589 

メール：hitomi-kumagai@pref.iwate.jp 


